
 
長 田 区民春季毎日登山会 
令和 8 年度 開 催 要 項 

 
 

◇ 趣 旨  区民の健全明朗なレクリエーション運動の一環行事として行う。 

 

◇ 期 間  令和 8 年 5 月 1 日（金）から 5 月 31 日（日）までの 31 日間 

 

◇ 主 催  長田区役所地域協働課 ℡ 579－2311 内 222 

 

◇ 署名場所  『高取山』（清水・中ノ・安井・月見各茶屋） 

 

◇ 署名及び登山についての注意事項 

◎ 指定の茶屋に置いてある「署名簿」に自筆署名してください。 

◎ 1 日 1 回 1 箇所のみ有効。同一の茶屋で署名してください。 

 ※複数の茶屋に署名された場合でも、粗品は一つのみとなります。 

◎ 参加中の事故（負傷）については、参加者の負担となります。 

◎ 住宅街でのあいさつ、おしゃべり、ラジオはご遠慮ください。 

 

◇ そ の 他  

◎ 期間中 21 日以上参加された方には、『粗品』を贈呈いたします。 

◎ 6 月 14 日（日）以降に、署名された茶屋で受け取ってください。 

◎ 定休日は、各茶屋にご確認ください。 

◎ 指導者（世話人） 高取山筋登山連合会 会長 卜部隆司氏 


